
   三 浦 市 市 有 財 産 等 へ の 広 告 の 掲 載 等 に 関 す る 要 綱  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 市 の 財 産 等 の 有 効 活 用 に よ り 新 た な 財 源 を 確

保 す る た め 、 市 の 財 産 等 に 民 間 企 業 等 の 広 告 （ 以 下 「 広 告 」 と い

う 。 ） の 掲 載 又 は 掲 出 （ 以 下 「 掲 載 等 」 と い う 。 ） を 有 償 に て 行

う 事 業 の 実 施 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 広 告 媒 体 ）  

第 ２ 条  市 が 広 告 の 掲 載 等 を 行 う こ と が で き る 市 の 財 産 等 （ 以 下 「  

広 告 媒 体 」 と い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

 ⑴  市 が 発 行 す る 広 報 紙 そ の 他 の 頒 布 物  

 ⑵  市 が 管 理 す る ウ ェ ブ サ イ ト  

 ⑶  市 が 管 理 す る 車 両 等 の 物 品  

 ⑷  そ の 他 広 告 媒 体 と し て 市 長 が 認 め る も の  

 （ 広 告 の 範 囲 ）  

第 ３ 条  市 が 掲 載 等 を 行 う こ と が で き る 広 告 の 内 容 は 、 次 の い ず れ

に も 該 当 し な い も の と す る 。  

 ⑴  法 令 等 に 違 反 し 、 又 は そ の お そ れ の あ る 内 容 を 含 む も の  

 ⑵  公 序 良 俗 に 反 し 、 又 は そ の お そ れ の あ る 内 容 を 含 む も の  

 ⑶  政 治 性 の あ る 内 容 を 含 む も の  

 ⑷  宗 教 性 の あ る 内 容 を 含 む も の  

 ⑸  個 人 、 団 体 等 の 思 想 、 意 見 等 に つ い て の 表 明 を 内 容 と す る も

 の  

 ⑹  掲 載 等 を す る こ と に よ り 、 周 辺 の 美 観 を 害 し 、 又 は 公 衆 に 不

快 の 念 を 抱 か せ る お そ れ の あ る 内 容 を 含 む も の  

 ⑺  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 掲 載 等 を 行 う こ と が 不 適 当 で あ

る と 市 長 が 認 め る も の  

 （ 広 告 審 査 会 の 設 置 等 ）  

第 ４ 条  広 告 募 集 の 規 格 及 び 広 告 の 掲 載 の 適 否 に つ い て 審 議 を 行 う

た め 、 三 浦 市 広 告 審 査 会 （ 以 下 「 審 査 会 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。  

２  審 査 会 は 、 政 策 部 長 、 法 制 文 書 課 長 、 財 産 管 理 課 長 、 デ ジ タ ル



課 長 、 福 祉 課 長 、 も て な し 課 長 及 び 都 市 計 画 課 長 を も っ て 組 織 す

る 。  

３  審 査 会 の 会 長 に は 政 策 部 長 を 、 副 会 長 に は 財 産 管 理 課 長 を も っ

て 充 て る 。  

４  審 査 会 の 会 議 は 、 会 長 が 招 集 し 、 そ の 議 長 と な る 。  

５  審 査 会 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 会 議 を 開 く こ と が で

き な い 。  

６  審 査 会 の 議 事 は 、 出 席 者 の 過 半 数 を も っ て 決 し 、 可 否 同 数 の と

き は 、 会 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

７  審 査 会 の 会 議 を 招 集 す る 時 間 的 余 裕 が な い と 会 長 が 認 め る 場 合

は 、 書 類 の 回 議 に よ り 審 査 を 行 う こ と が で き る 。  

８  審 査 会 の 庶 務 は 、 政 策 部 財 政 課 に お い て 処 理 す る 。  

 （ 広 告 募 集 の 規 格 の 決 定 ）  

第 ５ 条  広 告 の 募 集 に 当 た っ て は 、 広 告 媒 体 と す る も の 、 募 集 の 時

期 、 募 集 の 数 、 広 告 料 等 の 広 告 募 集 の 規 格 に つ い て 、 当 該 広 告 媒

体 を 所 管 す る 課 等 （ 以 下 「 募 集 課 等 」 と い う 。 ） に お い て 立 案 し 、

審 査 会 の 審 議 及 び 承 認 を 経 て 定 め る も の と す る 。  

 （ 広 告 の 募 集 ）  

第 ６ 条  掲 載 等 を 行 う 広 告 の 募 集 は 、 前 条 に よ り 決 定 さ れ た 広 告 募

集 の 規 格 を 明 示 の 上 、 市 の 広 報 紙 、 市 の 管 理 す る ウ ェ ブ サ イ ト 等

の 活 用 等 広 く 周 知 を 図 る こ と の で き る 方 法 に よ り 募 集 課 等 が 行 う

も の と す る 。 た だ し 、 広 告 募 集 の 規 格 に 応 じ 、 他 の 方 法 に よ る こ

と が 適 当 と 認 め ら れ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

 （ 広 告 掲 載 等 の 申 込 み ）  

第 ７ 条  広 告 の 掲 載 等 を 希 望 す る 者 は 、 広 告 掲 載 等 申 込 書 （ 第 １ 号

様 式 ） を 募 集 課 等 に 提 出 す る も の と す る 。 た だ し 、 広 告 募 集 の 規

格 に 応 じ 、 他 の 方 法 に よ る こ と が 適 当 と 認 め ら れ る 場 合 は 、 こ の

限 り で な い 。  

２  広 告 の 申 込 み を 行 う 者 は 、 申 込 み を 行 う 日 の 属 す る 年 度 の 前 年

度 分 の 市 町 村 民 税 又 は 特 別 区 民 税 を 完 納 し て い な け れ ば な ら な い 。  



 （ 広 告 の 掲 載 等 の 決 定 ）  

第 ８ 条  募 集 課 等 は 、 前 条 の 申 込 み が あ っ た 場 合 は 、 速 や か に 掲 載

等 の 適 否 に つ い て 決 定 し 、 そ の 結 果 を 広 告 掲 載 等 決 定 通 知 書 （ 第

２ 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

２  広 告 の 掲 載 等 の 適 否 の 決 定 は 、 募 集 課 等 が 当 該 広 告 募 集 の 規 格

並 び に 第 ３ 条 及 び 次 条 の 規 定 に 基 づ き 行 う も の と し 、 募 集 課 等 に

お い て 適 否 を 決 定 し 難 い 場 合 に あ っ て は 、 審 査 会 に よ り 決 定 す る

も の と す る 。  

 （ 広 告 の 掲 載 等 の 優 先 順 位 ）  

第 ９ 条  広 告 の 掲 載 等 に つ い て 、 そ の 申 込 み が 競 合 し た 場 合 は 、 次

の 順 位 に よ り 行 う も の と す る 。  

 ⑴  国 、 地 方 公 共 団 体 、 公 益 法 人 及 び こ れ ら に 類 す る も の の 行 う

広 告  第 １ 位  

 ⑵  前 号 に 掲 げ る も の を 除 く 法 人 又 は 個 人 の う ち 、 市 内 に 事 業 所

又 は 住 所 を 有 す る 者 が 行 う 広 告  第 ２ 位  

 ⑶  前 ２ 号 に 掲 げ る も の 以 外 の も の が 行 う 広 告  第 ３ 位  

２  前 項 の 規 定 に よ る 同 順 位 の 申 込 み が 競 合 し た 場 合 は 、 く じ 引 き

に よ り 順 位 を 定 め る も の と す る 。  

（ 広 告 料 の 納 付 等 ）  

第 １ ０ 条  広 告 の 掲 載 等 を 決 定 し た 場 合 に は 、 当 該 掲 載 等 の 申 込 者

（ 以 下 「 広 告 主 」 と い う 。 ） は 、 市 長 が 指 定 す る 期 限 ま で に 広 告

料 を 一 括 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 広 告 募 集 の 規 格 に 応

じ 、 他 の 方 法 に よ る こ と が 適 当 と 認 め ら れ る 場 合 は 、 こ の 限 り で

な い 。  

２  既 納 の 広 告 料 は 、 還 付 し な い 。 た だ し 、 市 の 責 め に 帰 す る 理 由

に よ り 広 告 の 掲 載 等 が で き な く な っ た 場 合 は 、 そ の 一 部 又 は 全 部

を 還 付 す る こ と が で き る 。  

（ 広 告 案 の 修 正 ）  

第 １ １ 条  募 集 課 等 は 、 広 告 主 に 対 し 、 必 要 に 応 じ て 広 告 案 の 修 正

を 求 め る こ と が で き る 。  



 （ 広 告 の 掲 載 等 ）  

第 １ ２ 条  広 告 の 掲 載 等 は 、 次 に 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、 当 該 各

号 に 掲 げ る 方 法 に よ る も の と す る 。  

 ⑴  広 報 紙 そ の 他 の 頒 布 物 又 は ウ ェ ブ サ イ ト へ 掲 載 す る 広 告  広

告 案 に 基 づ い て 募 集 課 等 に よ り 作 成 及 び 掲 載 す る 。  

 ⑵  車 両 等 の 物 品 に 掲 出 す る 広 告  広 告 案 に 基 づ い て 広 告 主 が 作

成 し た も の を 募 集 課 等 が 掲 出 す る 。  

 ⑶  そ の 他 の 財 産 へ 掲 載 等 を 行 う 広 告  広 告 媒 体 に 応 じ 、 当 該 広

告 募 集 の 規 格 に よ り 定 め る 方 法 に よ る 。  

（ 広 告 掲 載 等 の 決 定 の 取 消 し 等 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 広 告 の 掲 載 等 の 決 定 を 取

り 消 し 、 又 は 掲 載 等 を 中 止 す る こ と が で き る 。  

 ⑴  第 １ １ 条 の 規 定 に よ る 広 告 案 の 修 正 が な さ れ な か っ た と き  

 ⑵  期 限 ま で に 広 告 料 が 納 付 さ れ な か っ た と き  

 ⑶  そ の 他 市 長 が 広 告 の 掲 載 等 を 不 適 当 と 認 め た と き  

 （ 広 告 の 除 却 等 及 び 特 別 の 負 担 ）  

第 １ ４ 条  広 告 の 削 除 又 は 除 却 は 募 集 課 等 に よ り 行 う も の と す る 。

た だ し 、 前 条 の 規 定 に よ る 広 告 の 掲 載 等 の 決 定 の 取 消 し 又 は 掲 載

等 の 中 止 が あ っ た と き は 、 そ の 削 除 又 は 除 却 に 要 す る 作 業 又 は 費

用 の 一 部 又 は 全 部 に つ い て 、 広 告 主 に 負 担 さ せ る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 広 告 の 削 除 又 は 除 却 に 必 要 な 作 業 又

は 費 用 の 一 部 又 は 全 部 に つ い て 、 広 告 主 が 負 担 す る 旨 を 広 告 募 集

の 規 格 に よ り 定 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 広 告 主 は 、

必 要 と な る 作 業 又 は 費 用 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 広 告 主 の 責 務 及 び 市 の 免 責 ）  

第 １ ５ 条  広 告 主 は 、 知 的 財 産 権 の 侵 害 そ の 他 の 市 若 し く は 第 三 者

に 損 害 を 与 え る 行 為 又 は 法 令 違 反 が 生 じ な い よ う 、 掲 載 等 を 行 う

広 告 の 内 容 に つ い て 責 任 を 負 う と と も に 、 広 告 の 掲 載 等 に 当 た り

必 要 と な る 行 政 上 の 手 続 き に つ い て 、 責 任 を 持 っ て 対 処 し な け れ

ば な ら な い 。  



２  広 告 主 が 前 項 の 責 務 に 違 背 し た こ と に よ り 生 じ た 問 題 に つ い て 、

市 は 一 切 の 責 め を 負 わ な い 。  

 （ 委 任 ）  

第 １ ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 広 告 の 掲 載 等 に 関 し 必 要

な 事 項 に つ い て は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

１  こ の 告 示 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ）

か ら 施 行 す る 。  

２  施 行 日 前 に 現 に 定 め ら れ て い る 広 告 募 集 に 係 る 広 告 媒 体 、 広 告

料 そ の 他 の 事 項 に つ い て は 、 施 行 日 以 後 に こ の 告 示 の 規 定 に よ り

定 め ら れ た 広 告 募 集 の 規 格 と み な す 。  

   附  則  

１  こ の 告 示 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

１  こ の 告 示 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



第 １ 号 様 式 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

年  月  日   

広 告 掲 載 等 申 込 書  

 

 三 浦 市 長  様   

 

  三 浦 市 市 有 財 産 等 へ の 広 告 の 掲 載 等 に 関 す る 要 綱 第 ７ 条 の 規 定

に 基 づ き 、 広 告 の 掲 載 等 に つ い て 次 の と お り 申 し 込 み ま す 。  

申

 
 

込

 
 

者

 

住 所 ・ 所 在  

氏 名 ・ 名 称 （ 代 表 者 の あ る 場 合 は 併 記 す る こ と 。 ）  

                           印  

連 絡 先  

 電 話 番 号             担 当 者  

広

 

告

 
媒

 

体

 

区
 

分

 

□ 市 が 発 行 す る 広 報 紙    □ 広 報 紙 以 外 の 頒 布 物  

□ 市 が 管 理 す る ウ ェ ブ サ イ ト  

□ 市 が 管 理 す る 車 両 等 の 物 品  

□ そ の 他 （                  ）  

具 体 名 称  

 

広 告 期 間   

広 告 の 目 的  

 



掲 載 等 を 希 望 す る 広 告 案  

 上 記 の 広 告 掲 載 等 の 申 込 み に 当 た り 、 次 の 事 項 に つ い て 誓 約 し ま

す 。  

 ⑴  広 告 内 容 が 、 知 的 財 産 権 の 侵 害 そ の 他 の 三 浦 市 若 し く は 第 三

者 に 損 害 を 与 え る 行 為 又 は そ の 原 因 と な ら な い こ と 。  

 ⑵  広 告 内 容 が 、 法 令 又 は 三 浦 市 の 定 め る 例 規 等 に 違 反 す る も の

で な い こ と 。  

 ⑶  広 告 の 掲 載 に 当 た り 、 前 ２ 号 の 誓 約 に 違 背 し た こ と に よ り 生

じ た 一 切 の 問 題 に は 申 込 者 の 責 任 に お い て 対 処 す る こ と 。  

 

   申 込 者 （ 誓 約 者 ） 氏 名 ・ 名 称             印  

 



第 ２ 号 様 式 （ 第 ８ 条 関 係 ）  

第      号  

 年  月  日  

広 告 掲 載 等 決 定 通 知 書  

 

          様  

 

 三 浦 市 長          印   

 

  年  月  日 付 け で 申 込 み の あ っ た 広 告 の 掲 載 等 に つ い て は 、 次

の と お り 決 定 し ま し た の で 通 知 し ま す 。  

 

 決 定 区 分    □  掲 載 等 を 行 い ま す 。  

        □  掲 載 等 を 行 い ま せ ん 。  

         理 由  

 

 

 １  広 告 媒 体  

 ２  広 告 内 容                    □ 別 添  

３  広 告 期 間                     

 ４  広 告 料 

     金   額  

     納 付 期 限  

 ５  そ の 他 


